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１ これまでの検討結果のまとめ 

（１）議論の背景 

①制度の歴史的背景 

    一般廃棄物（ごみ）収集運搬許可業者（以下「許可業者」という。）

への減免とは，京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第３８

条＊に基づき，許可業者がクリーンセンターに搬入するごみの手数料を減

額していることをいう。 

昭和３０年代の高度経済成長期以降，経済の発展とともにごみ量が急

速に増大していく中で，許可業者は，一般廃棄物の処理責任を負う行政

に代わり事業所から出るごみを円滑に処理するという公共的役割を担い，

収集作業の特殊性（深夜・早朝収集，毎日収集，年中無休など）等によ

り厳しい労働環境に置かれながら，都市の美化推進を含めた生活環境の

保全と公衆衛生の向上に大きく貢献してきた。  

減免制度は，昭和３８年頃，それまで無料だった清掃工場（現在のク

リーンセンター）へのごみの搬入が有料とされたことを契機に，前述の

ような許可業者の役割・性格に配慮して適用されてきたものであり，こ

れまでごみ処理事業の円滑な運営と公衆衛生確保のために一定の意義が

あったといえる。 

 

＊京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第３８条 

 （一般廃棄物処理手数料等の減免）   

  市長は，特別の理由があると認めるときは，第３５条第１

項に規定する手数料及び前条第１項に規定する費用を減額

し，又は免除することができる。 

 

  →許可業者への減免を行う「特別の理由」 

①公共性…許可業者は行政の代行的役割を担っている 

②特殊性…収集作業が，深夜・早朝を問わず２４時間３６５日体制である 

   ③零細性…許可業者の約７割が個人又は小規模事業主である 

       

②減免率の推移 

    制度導入当初（昭和３８年）は減免率８０～９０％であったが，次第

に，安価な搬入手数料の設定による弊害（他都市ごみや産業廃棄物が搬

入される危険性，業者間の契約料金の過剰な価格競争による市場の混乱

など）が指摘されるようになり，以後，徐々に減免率が引き下げられて

きており，現在（平成１６年）では，減免率は５０％となっている。 
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③許可業者料金等に関する課題と方向性 

    許可業者料金等に関して当部会でこれまで抽出された課題とそれに対

する方向性をまとめると，次のようになる。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●許許可可

みみ のの

いい   
●●許許可可

例例でで

●●循循環環

たた社社

正正処処

ササイイ

●●公公共共

たた全全

  
●● 排排 出出

意意識識

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈〈  課課    題題  〉〉  

  
◆◆他他都都市市

  ななどど））

のの動動きき

置置のの見見

業業者者料料金金にに持持込込ごご

累累 進進 制制 はは 馴馴 染染 まま なな

業業者者料料金金区区分分がが条条

明明記記さされれてていいなないい   

型型社社会会構構築築にに向向けけ

会会的的状状況況のの変変化化（（適適

理理かかららごごみみ減減量量・・リリ

ククルル重重視視へへ））   
性性ななどどをを理理由由ととしし

業業者者へへのの一一律律減減免免   

◆◆排排出出事事

  金金転転嫁嫁

  任任のの徹徹

事事 業業 者者 のの ごご みみ 減減 量量

がが高高ままららなないい    

◆◆持持込込ごご

許許可可業業

設設すするる

がが必必要要
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〈〈  方方向向性性  〉〉  

（（大大阪阪市市，，神神戸戸市市  

ににおおけけるる減減免免廃廃止止

もも踏踏ままええ，，減減免免措措

直直ししがが必必要要   

業業者者へへのの適適正正なな料料  

がが必必要要（（排排出出者者責責  

底底））   

みみ料料金金ととはは別別途途，，

者者料料金金のの区区分分をを新新

ななどど透透明明性性のの確確保保

  



  ④許可業者料金見直しに向けての検討事項 

    当部会では，現行の許可業者料金の見直しに関し，次の７つの項目に

ついて検討を行い，その結果，許可業者料金を廃棄物条例で明記するこ

とが最終的な方向性の案として固められた。 

    ７つの項目の内容については，以降で順次概観する。 

 

 

①他都市（大

阪市，神戸
市）の動向

③行政の事業所

への普及啓発，
指導体制 

⑥排出事業者への

適正な料金負担
の仕組み等 

  

現行の 許可業者

料金を条
例で明記

見直し 許可業者

料金 

⑦許可業者料

金の基本的

考え方 

②許可業者の

経営状況 
④排出事業者

⑤許可業者 
 アンケート

 

 

（２）議論の概要 

  ①他都市（大阪市，神戸市）の現在の動向 

   ア 大阪市 

      大阪市は，平成１３年，審議会から，長期にならない範囲で段階

的に減免制度を廃止すべき旨の答申が提出されたことを受け，平成

１４年に減免率を５０％から３０％に引き下げた。現在，１９年度

の減免廃止に向けて取組を継続中である。 

 

   イ 神戸市 

      神戸市は，平成１４年に，平成１７年４月から減免制度を廃止す

ることを決定した。内容としては，平成１５年１月に減免率を８３％

から５０％に引き下げ，平成１７年４月から減免廃止するという２

ヵ年の計画であった。しかし，排出事業者・許可業者双方から再考

等を求める陳情が市会に提出されたため，現在，減免廃止の時期を

２年間延期し，平成１９年４月に行うこととしている。 
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  ②許可業者の経営状況 
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京都市における許可業者は，車の保有台数が１～３台であるなど，ま

だまだ小規模な経営状況にある。 

許可業者の経営状況は，一般廃棄物の収集運搬以外の事業による収入

も含めた会社全体の経常利益で見ても，９割程度が全国平均（ＴＫＣ経

営指標値）よりも低い水準にある。 

許可業者の経営は，ほぼすべての業者に一般廃棄物の収集運搬以外の

事業による収入があるなど，多角化が進行している。 

【 現 状 】 

   

以上の現状を踏まえると，許可業者の経営状況については，次のよう

まとめられる。 

政の事業者への普及啓発・指導体制 

現現状状でではは，，経経営営のの多多角角化化はは進進みみつつつつああるるもものののの，，そそのの経経

状状況況はは小小規規模模でで，，ほほととんんどどのの許許可可業業者者のの経経常常利利益益はは全全国国

ベベルルよよりり低低いい状状況況ででああるる。。   
事業所への京都市のごみ減量指導としては，京都市廃棄物条例により

大規模事業所に義務付けられている減量計画書の作成・提出があるが，

カバー率は事業所数で１％，ごみ量（焼却量）で３０％に過ぎず，また，

事業所への立入りを含む減量指導のための専属職員もいない。 

事業所へのごみ減量等の普及啓発についても，京都市では関係課が必

要に応じて実施しているのみであり，統一的かつ総合的な普及啓発組織

がない。 

【 現 状 】 

   

以上の現状を踏まえると，行政の事業者への普及啓発・指導体制につ

ては，次のようにまとめられる。 

ごごみみ減減量量・・リリササイイククルルのの促促進進にに向向けけててはは，，排排出出事事業業者者へへ

適適正正なな処処理理料料金金のの転転嫁嫁がが必必要要でであありり，，そそののたためめににはは行行政政

ししててもも減減量量計計画画書書のの対対象象事事業業所所のの拡拡大大，，普普及及啓啓発発・・減減量量

導導体体制制のの強強化化ななどど，，総総合合的的なな事事業業系系ごごみみ対対策策のの仕仕組組みみをを

築築すすべべききででははなないいかか。。   
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  ④排出事業者アンケート 

 

 

・

・

・

・

    

 

    

よ

 
  

るる

小小

急急

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市の排出事業所は，その６割が個人事業所で，政令市の中でもそ

の割合が最も高く，中小零細企業が多いという地域的特徴を有してい

る。 

６割の事業者が，最近契約料金の変化がないと回答し，手数料改定に

よる料金転嫁が進んでいないことをうかがわせた。また，契約料金にク

リーンセンターへの搬入手数料が含まれていることについては，半数の

事業者が知らないという状況である。 

許可業者への減免制度はほとんど知られていない。減免制度の今後の

あり方については，半数が段階的に見直すべきとした（１３ページ参

照）。 

減免制度見直しによる負担については，「必要なら負担すべきと思う

が今はその余裕がない」が３割と最も多く，次いで「努力すれば負担が

減る仕組みがあればかまわない」との回答が多かった（１４ページ参

照）。 

【アンケート結果の概要】

   

以上の結果を踏まえると，排出事業者に関する状況については，次の

うにまとめられる。 

現現状状でではは，，手手数数料料のの仕仕組組みみそそののもものののの周周知知がが不不十十分分ででああ

。。ままたた，，減減免免制制度度見見直直ししににつついいてて理理解解ははああるるもものののの，，中中

企企業業がが多多くく，，経経営営ににゆゆととりりががなないい状状況況をを踏踏ままええれればば，，早早

なな料料金金転転嫁嫁はは厳厳ししいいののででははなないいかか。。   
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  ⑤許可業者アンケート 
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ほとんどの許可業者は，一般廃棄物の収集運搬以外の事業（産業廃棄

物やリサイクル品目の収集運搬など）を行っており，経営の多角化が進

んでいる。 

搬入手数料改定に伴う排出事業者への料金転嫁は２割程度しか進んで

おらず，残りは自社で値上げ分を吸収している状況である。 

排出事業者に負担を求めるために必要なこととしては，「行政による

普及啓発の徹底」との回答が最も多く，次いで「許可業者料金の条例明

記等」が挙げられている。 

減免制度の今後のあり方については，「今は残すべき」と，段階的に

実施することあるいは転嫁の仕組みが整うことを条件とした「条件付廃

止」がそれぞれ半数近くを占めている。 

【アンケート結果の概要】

   

以上の結果を踏まえると，許可業者に関する状況については，次のよ

にまとめられる。 

出事業者への適正な料金転嫁の仕組み等の構築 

以上見てきたように，排出事業者・許可業者とも経営状況が厳しく，

また行政の普及啓発・減量指導体制も不十分な現在の状況下では，短期

的な料金転嫁の仕組みを構築することは困難と言わざるを得ない。 

現現状状でではは，，経経営営のの多多角角化化がが進進みみつつつつああるるもものののの，，手手数数料料

定定にによよるる料料金金転転嫁嫁はは進進んんででいいなないい。。排排出出事事業業者者へへのの適適正正

料料金金転転嫁嫁をを進進めめななががらら，，減減免免制制度度はは段段階階的的にに廃廃止止ししてていい

ののがが妥妥当当ででははなないいかか。。   

【 現 状 】 

   

以上の現状を踏まえると，排出事業者への適正な料金転嫁の仕組み等

構築については，例えば次のようなことが考えられる。 

排排出出事事業業者者・・許許可可業業者者・・行行政政のの三三者者にによよりり，，料料金金転転嫁嫁のの

組組みみ等等にに関関すするる新新たたなな検検討討組組織織をを設設置置しし，，効効果果的的なな手手法法

ににつついいてて議議論論をを進進めめるるべべききででははなないいかか。。
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（３）これまでの議論を踏まえた今後の方向性案 

  以上の議論を踏まえれば，今後の方向性案としては，例えば次のようなも

のが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
最最終終答答申申   

平平成成１１７７年年８８月月   

条条例例改改正正   
許許可可業業者者料料金金

のの新新設設   

平平成成１１８８年年２２月月   平平成成ＸＸＸＸ年年   

経経過過期期間間終終了了
新新料料金金にに完完全全

移移行行   

○○ 減減 免免 制制 度度 のの 廃廃 止止

（（許許可可業業者者料料金金新新

設設 とと 新新 料料 金金 のの 設設

定定））  

○○当当年年度度以以降降のの許許可可

業業 者者 料料 金金 ににつついいてて

はは ，， そそ のの 時時 点点 でで のの

処処理理原原価価やや社社会会的的

状状況況のの変変化化等等をを踏踏

ままええ再再検検討討  

○○許許可可業業者者料料金金のの新新

設設   
○○新新料料金金到到達達ままででのの   

   各各年年度度のの料料金金をを条条  

○○激激変変緩緩和和措措置置      例例にに明明記記          

 長長期期ににななららなないい範範

囲囲でで新新料料金金額額にに到到

達達   
○○料料金金転転嫁嫁のの仕仕組組みみ

等等のの検検討討をを行行うう組組

織織のの設設置置   

適適正正なな料料金金転転嫁嫁のの

仕仕組組みみ等等   
激激変変緩緩和和期期間間

新新検検討討組組織織   
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２ 許可業者料金の基本的考え方 

（１）他都市の許可業者料金の状況 

  政令市における許可業者料金の設定状況は，次のとおりである。 

 

持込手数料に同じ 持込手数料とは別に設定 

○札幌市  ○仙台市 

○千葉市  ○横浜市 

○川崎市  ○名古屋市 

○広島市  ○北九州市 

 （以上８都市は減免なし） 

 

○神戸市…５割減免 

 （条例・規則に別個の手数料体

系としては明記されていない

が，ビラ等で周知が行われてい

る） 

○福岡市…６割減免 

 （条例・規則に別個の手数料体

系としては明記されていない

が，市議会案件とされている）

○大阪市…７割相当額を設定 

 （条例・規則に別個の手数料体系

として明記） 

 

  

  なお，持込手数料とは別に許可業者料金を設定する際にも，根拠のある持

込手数料をベースにして手数料額を検討すべきであると考えられる。 
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（２）１７年度持込手数料をベースとした検討 

  本年７月から実施される持込手数料は，次のとおりである。 

 

第１区分 

（0.3ｔ以下） 
10,000 円／ｔ

第２区分 

（0.3ｔ超 1ｔ以下）
14,000 円／ｔ

第３区分 

（1ｔ超） 
18,000 円／ｔ

 

  これをベースとして，前回改定時（平成１３年度）と同様の設定方法で許

可業者料金を算出すると，次のようになる。 

 

許可業者の１回当たりの搬入量（平成１５年度実績）…1.8ｔ 

→これを上記の手数料体系に当てはめると，1.8ｔ分の搬入手数料は 

  （300 ㎏÷100 ㎏）×1,000 円／100 ㎏ 

   ＋（（1,000 ㎏―300 ㎏）÷100 ㎏）×1,400 円／100 ㎏ 

   ＋（（1,800 ㎏―1,000 ㎏）÷100 ㎏）×1,800 円／100 ㎏

   ＝27,200 円 

 従って，業者収集ごみ 1ｔ当たりの平均単価は 

   27,200 円÷1.8ｔ＝15,111 円 

            ≒15,000 円 

 

  持込手数料をベースとするならば，持込手数料の第１区分～第３区分のい

ずれかを許可業者料金とするか，上記のように算出した１ｔ当たりの平均単

価を適用すべきである。 

  ただし，１ｔ当たりの平均単価については，前回改定時に，持込手数料体

系に累進制を導入したことに伴い設定したものであるが，これは持込量が多

いほど負担が大きくなるという，累進制の本来的な考え方にそぐわないので

はないかという問題もある。 
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（３）許可業者の契約件数と１回当たりの排出量が 0.3ｔを超える割合 

  排出事業者の業種別に見た許可業者の契約件数と，１回当たりの排出量が

0.3ｔを超える割合は，下のグラフのとおりである。なお，全体に占める１回

当たり 0.3ｔ超排出事業所数の割合は，およそ 2.4％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）許可業者料金として適用すべき持込手数料の区分 

 

 

・

・

    

 

    

の

3,293
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6,700
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995
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15516(0) (0) (3)
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製
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ビ
ス
業

契約件数

  

るる

り

0.3ｔ超事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

許可業者と

ｔ超が 2

排出事業

に合った

   

以上の現

区分につ

【 現 

許許可可業業

１１００，，
（ ）内は１回当た
契約している排出事業者の１回当たりのごみ排出量は，0.3

.4％あるものの，ほとんどの場合これ以下である。 

者への料金転嫁を進める場合，転嫁すべきは，その排出実態

0.3ｔ以下の持込手数料となる。 

状を踏まえると，許可業者料金として適用すべき持込手数料

いては，次のようにまとめられる。 

状 】 

者者料料金金ととししててはは，，持持込込手手数数料料体体系系のの第第１１区区分分ででああ

００００００円円／／ｔｔをを適適用用すするるののがが妥妥当当ででははなないいかか。。   

10



（５）許可業者料金の基本的考え方案 

  持込手数料の第１区分を適用するとの前提に立てば，許可業者料金の基本

的考え方としては，例えば次のようなことが考えられる。 

 

 

  ○最終的な許可業者料金は１０，０００円／ｔとし，その額に至るまで現

状の５，０００円／ｔから毎年金額を引き上げていく。なお，各年度の

金額は廃棄物条例で明記する。 

 

 

持持込込ごごみみ

料料金金  第第１１区区分分 第第２２区区分分 第第３３区区分分≦１ｔ＜  ≦０ .３ｔ＜
 

１１４４ ,,００００００円円   １１８８ ,,００００００円円   １１ｔｔ当当たたりり   １１００ ,,００００００円円

    
許許可可業業者者

料料金金  
55,,000000円円 //ｔｔ   1100,,000000円円 //ｔｔ

毎毎年年逓逓増増  

平平成成１１７７年年 平平成成ＸＸＸＸ年年

廃廃棄棄物物条条例例でで明明記記

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11



３ 減免見直しに向けた各主体の役割分担 

   減免制度の見直しに向けた，排出事業者・許可業者・市民・行政それぞ

れの役割分担は，例えば次のようにまとめられる。 

 

 

 

    〈〈市市民民〉〉   
〈〈排排出出事事業業者者〉〉   ●●循循環環型型社社会会構構築築にに

向向けけててごご みみ減減量量・・

リリササイイククルルのの促促進進  
●●ごごみみ減減量量・・リリササイイ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ククルルのの促促進進    
●●排排出出者者負負担担のの原原則則

にに基基づづくく適適正正なな処処

理理料料金金のの負負担担 

●●環環境境ににややささししいい製製  

  品品のの購購入入ななどどググリリ

ーーンンカカンン パパニニーーへへ

のの支支持持   分分かかりり易易いい

契契約約料料金金のの

仕仕組組のの構構築築 

情情報報のの共共有有化化

にによよるるごごみみ減減

量量のの推推進進 
●●減減免免見見直直ししにに   

向向けけたた進進捗捗   
状状況況のの把把握握   

適適正正なな料料金金転転嫁嫁

のの仕仕組組のの検検討討 
〈〈行行政政〉〉     〈〈許許可可業業者者〉〉   

●●許許可可業業者者料料金金のの

新新設設  
●●廃廃棄棄物物のの適適正正なな処処

理理・・リリササイイククルルのの

推推進進  

 
●●普普及及啓啓発発・・減減量量  行行政政，，許許可可業業者者

協協働働にによよるる普普

及及啓啓発発のの推推進進 

  指指導導体体制制のの強強化化 ●●経経営営のの多多角角化化推推進進   
●●リリササイイククルルのの受受

皿皿整整備備  
●●適適正正なな手手数数料料負負担担 
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【排出事業者アンケート結果補足】 

 

 ○「減免制度の今後のあり方」（従業員規模別） 

排出事業者アンケートにおける標記の設問に対する回答を従業員規模別

にまとめたところ，いずれの規模別グラフでも，「段階を踏みながら徐々

に見直しを行うべき」「ただちに見直しを行うべき」と答えた事業所が合

わせて半数以上を占めており，従業員規模が小さいところでは減免制度を

見直すべきとする意見が少ないとは必ずしも言えない結果となった。 

 

 

 

 

 

た
見
行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただちに
見直しを
行うべき
4%

 

 

 

１０人未満：Ｎ＝１７ 

ただちに
見直しを
行うべき
4%

現行の
まま残す
べき
12%

段階を
踏みな
がら
徐々に
見直しを
行うべき
46%

だちに
直しを
うべき
18%

　無回答
24%

５０人未満：Ｎ＝２２９

ただちに見
直しを行う
べき
4%

　無回答
16%

段階を踏
みながら
徐々に見
直しを行
うべき
46%

現行のま
ま残すべ
き
34%
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１００人未満：Ｎ＝２７２

現行のま
ま残すべ
き
33%

段階を踏
みながら
徐々に見
直しを行
うべき
46%

　無回答
17%
全体：Ｎ＝４２１

現行のま
ま残すべき
33%

段階を踏
みながら
徐々に見
直しを行う
べき
49%

　無回答
14%



 ○「減免制度見直しによる負担について」（従業員規模別） 

排出事業者アンケートにおける標記の設問に対する回答を，前頁と同様

に従業員規模別にまとめた。いずれの規模別グラフでも，「これ以上の費

用負担はしたくない」と回答した事業所が約２割あるが，「必要な費用負

担をすることは当然」「ごみ減量・リサイクルを進めれば負担が軽減され

る仕組みなどがあれば負担が増えてもかまわない」と回答した事業所が合

わせて約３割に上っており，従業員規模が小さいところでは必要な費用負

担を敬遠する意見が多いとは必ずしも言えない結果となった。 
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ており、こ
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以上の
負担は
ない
22

 

 

 

１０人未満：Ｎ＝１７ 

税金
ており
以上の
負担は
な
2

必要な費用
負担をするこ
とは当然で
ある
23%

必要な費用
は負担すべ
きと意向はあ
るが、今はそ
の余裕がな

い
18%

め
れ
用
たく

　無回答
24%

ごみ減量へ
の優遇措置
などあれば、
処理料金の
単価増はか
まわない
12%

５０人未満：Ｎ＝２２９ 

必要な費用
負担をするこ
とは当然で
ある
11%

必要な費用
は負担すべ
きと意向はあ
るが、今はそ
の余裕がな

い
30%

納め
これ
費用
したく

%

　無回答
21%

ごみ減量へ
の優遇措置
などあれば、
処理料金の
単価増はか
まわない
16%

税金
てお
以上
負担
な
1
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１００人未満：Ｎ＝２７２

必要な費用
負担をするこ
とは当然で
ある
11%

必要な費用
は負担すべ
きと意向はあ
るが、今はそ
の余裕がな

い
31%
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、これ
費用
したく
い
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　無回答
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の優遇措置
などあれば、
処理料金の
単価増はか
まわない
17%
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い
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の優遇措置
などあれば、
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単価増はか
まわない
22%



【参考：京都市経済の現状】 

  京都市の市内総生産額や営業余剰・混合所得（生産活動によって生み出さ

れた総生産の額から雇用者報酬を差し引いたもの）は，いずれもここ数年微

増・微減を繰り返しながら推移しているが，全体としては減少傾向にあり，

事業者の経営状況の厳しさをうかがわせる。 

また，平成１３年度には，ＩＴ関連需要の冷え込みなどで全国的に景気が

大きく落ち込んだ余波を受けてか，相当の幅で減少している。 

 

 ○市内総生産額の推移 
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 ○営業余剰・混合所得＊の推移 
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「京都市の市民経済計算」（平成１４年度推計）

年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度
「京都市の市民経済計算」（平成１４年度推計）
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４ 今後のスケジュール（案） 

 

平成１７年６月２７日 第９回部会 
→・許可業者料金の基本的考え方 

  

平成１７年７月１５日 第１０回部会 
→最終まとめの策定 

平成１７年７月２６日 第３６回審議会 
→・部会から最終まとめの報告 
 ・最終答申の審議 

 
最終答申（案）の提出・公表 

  

 
１７年度中に市会へ条例案上程（予定） 
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